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新型コロナウイルス関連情報（BC州が陽性者に対する措置を変更（１１月１７日付））

１１月１７日、BC州疾病管理センター（BCCDC)は、新型コロナウイルス陽性
者に対する措置の変更について、次のとおり発表しました。

● １１月１７日以降、新型コロナウイルス陽性者は、自己隔離を行う必要はな
い。但し、有症状者は、症状が回復し、日常生活を送ることに支障がなくなる
まで自宅待機を行うことが重要である。

● 有症状者は、他者（特に新型コロナウイルス感染症による重症化あるいは合併症のリ
スクの高い者）との密接な接触を避ける。

● 他者との密接な接触を避けられない場合は、屋内でのマスク着用や定期的な手洗いな
ど、他の感染予防策を講じる。

詳細については、下記のBC政府のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation

（参考：これまでの措置）
１ 陽性者が１８歳以上でワクチンを２回以上接種している場合は、陽性判明日翌日から
５日間の自己隔離。

２ 陽性者が１８歳以上でワクチン接種が２回未満の場合は、陽性判明日翌日から１０日
間の自己隔離。

３ 陽性者が１８歳未満の場合は、ワクチン接種の有無・回数に関係なく、陽性判明日翌
日から５日間の自己隔離。

新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザや風邪等も流行しやすい時期に入って
おります。在留邦人の皆様におかれましては、発熱等の症状があるときは外出を控えると
ともに、日頃から手洗いや手指消毒を励行し、必要に応じてマスクを効果的に使用するな
ど、これまで実践されてきた感染症対策を継続し、感染予防に努めてください。
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